
利用者
（那須塩原市の被保険者）

市外事業所 介護支援専門員 他市区町村 那須塩原市

那須塩原市内の介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業所特例利用にかかる手続の流れ

指針第５項　本市の被保険者による市外事業所の利用の特例

他市区町村の指定及び指導により事業運営

市外の総合事業サービ

ス事業所の利用を希望

※特例利用の理由書

（様式第2号）

を提出

特例利用の事前協議

様式第1号（事業所作成）

様式第2号（利用者作成）

様式第3号（事業所作成）

様式第4号（介護支援専門

員作成）

特例利用の必要性を

検討し、意見書（様式

第4号）を提出

事前協議受理

利用について

検討

了承

意見照会
※相手の他市区町

村が意見照会を不

要とする場合は省略

書類審査

指定決定・告示

・ 通知 ・事業者

台帳登録

指定申請書提出

指定通知受理

サービス利用 ・提供開始
国保連へ事業者情報送付

利用者の介護支援専門員へ

意見照会

特例利用の要件を満たす可能性

があることを確認

要件を満たす要件を満たさない

受入できな

い旨の回答

指定申請書受理

サービス終了に向けた支援・調整

対象利用者について、特例利用の理由がなくなったとき

・特例利用がなくなった旨の届出

・廃止届の提出

特例利用者を担当する介護支援専門員と

連携し、当該利用者の本人、家族、居住地

域のサービス環境等を定期的に確認

対象利用者について、利用者が市区町村の区域を越えて住所を変更したとき

住所地変更の届出
必要な手続の

案内

指定の廃止

特例利用の

承認

回答受理

審査

承諾

※審査の結果同

意されない場合

があります。


